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別表６ 

市場拡大再算定対象品等の計算方法 
 

 

１ 市場拡大再算定対象品及び市場拡大再算定類似品に係る計算方法 

 

       薬価改定前の薬価×｛（0.9）ｌｏｇＸ／ｌｏｇ２  ＋α｝ 

 

ただし、原価計算方式により算定され、年間販売額の合計額が 100 億円を超え

150 億円以下、かつ基準年間販売額の 10 倍以上となる場合 

 

       薬価改定前の薬価×｛（0.9）ｌｏｇＸ／ｌｏｇ１０  ＋α｝ 

 
（注）上記算式による算定値が、原価計算方式により薬価を算定した対象品及びその

類似品については薬価改定前の薬価の 75／100 に相当する額を下回る場合、原価

計算方式以外の方式により薬価を算定した対象品及びその類似品については薬価

改定前の薬価の 85／100 を下回る場合には、当該額とする。 

 

 

２ 特例拡大再算定対象品及び特例拡大再算定類似品に係る計算方法 

 （1）年間販売額の合計額が 1,000 億円を超え 1,500 億円以下、かつ基準年間販売

額の 1.5 倍以上となる場合 

 

       薬価改定前の薬価×｛（0.9）ｌｏｇＸ／ｌｏｇ１．５  ＋α｝ 

 
（2）年間販売額の合計額が 1,500 億円を超え、かつ基準年間販売額の 1.3 倍以上

となる場合 

 

       薬価改定前の薬価×｛（0.9）ｌｏｇＸ／ｌｏｇ１．３  ＋α｝ 

 

（注）上記算式による算定値が、(1)については薬価改定前の薬価の 75／100 に相当

する額を下回る場合、(2)については薬価改定前の薬価の 50／100 に相当する額

を下回る場合には、当該額とする。 

                         
                                市場拡大再算定対象品又は特例拡大再算定対象品 
                                の同一組成既収載品群の薬価改定前の薬価を基に 

Ｘ(市場規模拡大率)＝    計算した年間販売額の合計額 

 （当該同一組成既収載品群の基準年間販売額） 

 

α(補正加算率）：個別の市場拡大再算定対象品、特例拡大再算定対象品又は当該

類似品について、第 3 章第 2 節 2 若しくは 3 に定めるいずれかの要件に該当する

場合又は市販後に集積された調査成績により、真の臨床的有用性が直接的に検証

されている場合、該当する要件ごとに有用性加算(Ⅱ)の計算方法を準用して算定

される補正加算率のうち最も大きな率。ただし、5≦A≦10 とする。 
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